
議案第３８号 

 

山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２８年２月２２日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年山陽小野田市条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１６条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

第１７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

第３０条第２項中「章」を「節」に改める。 

第５４条第２項中「章」を「節」に改める。 

第６０条中「(法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。)」を削

る。 

第６５条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第

２項中「第８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

第７８条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項

を加える。 

 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に

当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定認知症対応型

通所介護事業所が所在する市の職員又は当該指定認知症対応型通所介護事業

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括



支援センターの職員、指定認知症対応型通所介護について知見を有する者等

により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）

を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し指定認知症対応型

通所介護の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、

運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等に

ついての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 第７８条に次の１項を加える。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定認知症対応型通所

介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 第７９条第２項に次の１号を加える。 

 (6) 第７８条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第８７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。 

第１０５条を次のように改める。 

第１０５条 削除 

第１０７条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「次条において準用する

第７８条第２項」に改める。 

第１０８条中「及び第７７条」を「、第７７条及び第７８条」に改め、

「「第５章第４節」と」の次に「、第７８条第１項中「６月」とあるのは「２

月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは

「指定小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「活動状況」と

あるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と」を加

える。 

第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。 

第１２７条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第７８条第２項」に改

める。 

第１２８条中「第７７条」の次に「、第７８条第１項から第４項まで」を加

え、「、第１０４条及び第１０５条第１項から第４項まで」を「及び第１０４



条」に、「第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有す

る者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動

状況」と」を「第７８条第１項中「６月」とあるのは「２月」と、「指定認知

症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「指定認知症対応型共

同生活介護について知見を有する者」と」に改める。 

第１２９条第１項中「第８条第２０項」を「第８条第２１項」に改める。 

第１４８条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「第７８条第２項」に改

める。 

第１４９条中「第９９条及び第１０５条第１項から第４項まで」を「第７８

条第１項から第４項まで及び第９９条」に、「第１０５条第１項中「小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入

居者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第７８条第１項中

「６月」とあるのは「２月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護について知見

を有する者」と」に改める。 

第１５０条第１項中「第８条第２１項」を「第８条第２２項」に改める。 

第１５１条第１３項中「指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第

９３条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）」の次に「若しくは指

定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第２０条第１項に規

定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）」を加える。 

第１７６条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第７８条第２項」に改

める。 

第１７７条中「第１０５条第１項から第４項まで」を「第７８条第１項から

第４項まで」に、「第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知

見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第７８条第１項中「６月」とあるの



は「２月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見を有する者」とある

のは「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する

者」と」に改める。 

第１８９条中「第１０５条第１項から第４項まで」を「第７８条第１項から

第４項まで」に改め、「第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第７８条第１項中「６月」とあ

るのは「２月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有

する者」と」に改める。 

第２０１条第２項第１０号中「第１０５条第２項」を「第７８条第２項」に

改める。 

第２０２条中「第７７条」の次に「、第７８条」を加え、「及び第１００条

から第１０６条」を「、第１００条から第１０４条まで及び第１０６条」に改

め、「「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と」の次に「、第７８条第１項

中「６月」とあるのは「２月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と」を加える。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第３８号参考資料 

 

山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第

３６号。以下「施行規則」という。)第６５条の４各号のいず

れにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対

し、居宅サービス計画(法第８条第２４項に規定する居宅サー

ビス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼す

る旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして

受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サー

ビスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第

３６号。以下「施行規則」という。)第６５条の４各号のいず

れにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対

し、居宅サービス計画(法第８条第２３項に規定する居宅サー

ビス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼す

る旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして

受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サー

ビスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 

第１７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

居宅サービス計画(法第８条第２４項に規定する居宅サービス

計画をいい、施行規則第６５条の４第１号ハに規定する計画

を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供しなければならない。 

第１７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

居宅サービス計画(法第８条第２３項に規定する居宅サービス

計画をいい、施行規則第６５条の４第１号ハに規定する計画

を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供しなければならない。 

(管理者等の責務) (管理者等の責務) 
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第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従

業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従

業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。 

３ （略） 

 

３ （略） 

 

(管理者等の責務) (管理者等の責務) 

第５４条 （略） 第５４条 （略） 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間

対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間

対応型訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ （略） ３ （略） 

 

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通

所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業

は、要介護状態となった場合においても、その認知症である

利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある

者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解

消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通

所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業

は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第５

条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者

(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除

く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機

能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び

心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図るものでなければならない。 
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(利用定員等) (利用定員等) 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員

(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に

共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができ

る利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所においては共同生活住居(法第８条第２０項又は法第８条の

２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごと

に、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設においては施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員

(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に

共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができ

る利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所においては共同生活住居(法第８条第１９項又は法第８条の

２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごと

に、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設においては施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サー

ビス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以

下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法

第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定

介護予防サービス(法第５３条第１項に規定する指定介護予防

サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サー

ビス(法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予

防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援

(法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。)の

事業又は介護保険施設(法第８条第２５項に規定する介護保険

施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の

運営(第８２条第７項において「指定居宅サービス事業等」と

いう。)について3年以上の経験を有する者でなければならな

い。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サー

ビス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以

下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法

第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定

介護予防サービス(法第５３条第１項に規定する指定介護予防

サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サー

ビス(法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予

防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援

(法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。)の

事業又は介護保険施設(法第８条第２４項に規定する介護保険

施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の

運営(第８２条第７項において「指定居宅サービス事業等」と

いう。)について3年以上の経験を有する者でなければならな

い。 
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（地域との連携等) （地域との連携等) 

第７８条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対

応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、指定認知症対応型通所介護事業所が所在

する市の職員又は当該指定認知症対応型通所介護事業所が所

在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する

地域包括支援センターの職員、指定認知症対応型通所介護に

ついて知見を有する者等により構成される協議会（以下この

項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね

６月に１回以上、運営推進会議に対し指定認知症対応型通所

介護の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受ける

とともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

第７８条 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、

要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければならない。 

 

３ （略） ○1  （略） 

４ （略）  ２ （略） 

５  指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通

所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者

に対して指定認知症対応型通所介護を提供する場合には、当

該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定認知症対応
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型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 

(記録の整備) (記録の整備) 

第７９条 （略） 第７９条 （略） 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定

認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定

認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 第７８条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録 

  

 

(心身の状況等の把握) 

 

(心身の状況等の把握) 

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第 

８２条第１２項の規定により介護支援専門員を配置していな

いサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９３条

において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専

門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の

原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第８条第２４項に規

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第 

８２条第１２項の規定により介護支援専門員を配置していな

いサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９３条

において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専

門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の

原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第８条第２３項に規
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定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招

集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招

集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 (地域との連携等) 

第１０５条 削除 第１０５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の

家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条

の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、小規

模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)

を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告

し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会

議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。 

 ２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評

価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表しなければならない。 
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 ３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に

当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び

協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

 ４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に

当たっては、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関する

利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

 ５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利

用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合に

は、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定小規

模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならな

い。 

 

(記録の整備) (記録の整備) 

第１０７条 （略） 第１０７条 （略） 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指

定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指

定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 
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(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 次条において準用する第７８条第２項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(8) 第１０５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等

の記録 

(準用) (準用) 

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１

条、第７２条、第７４条、第７７条及び第７８条の規定は、

指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「第１００条に規定する重要事項に関する規

程」と、同項及び第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあり、並びに第７４条第３項中「認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第７２条第２項中「この節」とあるのは「第５

章第４節」と、第７８条第１項中「６月」とあるのは「２

月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるもの

とする。 

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１

条、第７２条、第７４条及び第７７条の規定は、指定小規模

多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とある

のは「第１００条に規定する重要事項に関する規程」と、同

項及び第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあり、並びに第７４条第３項中「認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第７２条第２項中「この節」とあるのは「第５章第４

節」と読み替えるものとする。 

第６章 認知症対応型共同生活介護 第６章 認知症対応型共同生活介護 
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第１節 基本方針 第１節 基本方針 

第１０９条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型

共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」とい

う。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについ

て、共同生活住居(法第８条第２０項に規定する共同生活を営

むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにするものでなければならない。 

 

第１０９条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型

共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」とい

う。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについ

て、共同生活住居(法第８条第１９項に規定する共同生活を営

むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにするものでなければならない。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第１２７条 （略） 第１２７条 （略） 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する

指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならな

い。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する

指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならな

い。 

(1)～(6)   (1)～(6) 

(7) 次条において準用する第７８条第２項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記録 
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 （準用) (準用) 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条から第３６条まで、第３８条、第 

４０条、第４１条、第７２条、第７７条、第７８条第１項か

ら第４項まで、第９９条、第１０２条及び第１０４条の規定

は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第１２２条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項及び第３４条中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

７２条第２項中「この節」とあるのは「第６章第４節」と、

第９９条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第１０２条中「指定小規模多機能型居宅

介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事

業者」と、第７８条第１項中「６月」とあるのは「２月」

と、「指定認知症対応型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護について知見を

有する者」と読み替えるものとする。 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条から第３６条まで、第３８条、第 

 ４０条、第４１条、第７２条、第７７条、第９９条、第 

１０２条、第１０４条及び第１０５条第１項から第４項まで

の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規

定する運営規程」とあるのは「第１２２条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項及び第３４条中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第７２条第２項中「この節」とあるのは「第６章第４節」

と、第９９条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第１０２条中「指定小規模多機能型居

宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護

事業者」と、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護

について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状

況」と読み替えるものとする。 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 
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第１２９条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特

定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者

生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス

計画(法第８条第２１項に規定する計画をいう。以下同じ。)

に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居

者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着

型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当

該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われる

ものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするものでなければ

ならない。 

第１２９条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特

定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者

生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス

計画(法第８条第２０項に規定する計画をいう。以下同じ。)

に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居

者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着

型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当

該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われる

ものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするものでなければ

ならない。 

２ （略） ２ （略） 

 

(記録の整備) (記録の整備) 

第１４８条 （略） 第１４８条 （略） 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存

しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存

しなければならない。 
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 (1)～(7) （略）  (1)～(7) （略） 

  (8) 次条において準用する第７８条第２項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

  (8) 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３

４条から第３８条まで、第４０条、第４１条、第７２条、第

７６条、第７７条、第７８条第１項から第４項まで及び第 

９９条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

事業について準用する。この場合において、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域

密着型特定施設従業者」と、第７２条第２項中「この節」と

あるのは「第７章第４節」と、第７８条第１項中「６月」と

あるのは「２月」と、「指定認知症対応型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居

者生活介護について知見を有する者」と読み替えるものとす

る。 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３

４条から第３８条まで、第４０条、第４１条、第７２条、第

７６条、第７７条、第９９条及び第１０５条第１項から第４

項までの規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

事業について準用する。この場合において、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域

密着型特定施設従業者」と、第７２条第２項中「この節」と

あるのは「第７章第４節」と、第１０５条第１項中「小規模

多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地

域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」

と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針 

第１５０条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着

第１５０条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着
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型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施

設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第８条第

２２項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下

同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を

念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援

助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにすることを目指すものでなければならない。 

型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施

設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第８条第

２１項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下

同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を

念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援

助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにすることを目指すものでなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

第１５１条 （略） 第１５１条 （略） 

２～１２ （略） ２～１２ （略） 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所

(指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する指定通所

介護事業所をいう。)若しくは指定地域密着型通所介護事業所

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第２０条第１

項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）、指

定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所

(指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する指定通所

介護事業所をいう。)、指定短期入所生活介護事業所等又は併

設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは

指定地域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規

定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行

う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業



- 14 - 

所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第５条第１項に規定する併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場

合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士

又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員により

当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又

は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは、これを置かないことができ

る。 

１４～１７ （略） 

 

１４～１７ （略） 

(記録の整備) (記録の整備) 

第１７６条 （略） 第１７６条 （略） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。 

(1)～(6) （略） 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しな

ければならない。 

(1)～(6) （略） 

(7) 次条において準用する第７８条第２項に規定する報告、

評価、要望、助言等の記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 
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第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、

第７２条、第７６条及び第７８条第１項から第４項までの規

定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第１６８条に規定する重要事項に関す

る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とある

のは「入所の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が

利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認め

るときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第 

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「従業者」と、第７２条第２項中「この節」とあるの

は「第８章第４節」と、第７８条第１項中「６月」とあるの

は「２月」と、「指定認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と読み替えるものと

する。 

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、

第７２条、第７６条及び第１０５条第１項から第４項までの

規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第１６８条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあ

るのは「入所の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援

が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認

めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「従業者」と、第７２条第２項中「この節」とあるの

は「第８章第４節」と、第１０５条第１項中「小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する

者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。 

 

(準用) (準用) 
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第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、

第７２条、第７６条、第７８条第１項から第４項まで、第 

１５３条から第１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第

１６３条から第１６７条まで及び第１７１条から第１７６条

までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１８６条に規定

する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始

に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項中「指

定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で

あって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介

護認定」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と、第７２条第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第５節」と、第７８条第１項中

「６月」とあるのは「２月」と、「指定認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」

と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条に

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２

条、第２８条、第３４条、第３６条、第３８条、第４１条、

第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで、第 

１５３条から第１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第

１６３条から第１６７条まで及び第１７１条から第１７６条

までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１８６条に規定

する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１

項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始

に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項中「指

定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で

あって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介

護認定」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と、第７２条第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第５節」と、第１０５条第１項中

「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とある

のは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について

知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と、第１６７
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おいて準用する第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条

第５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、同条第６号中

「第１７７条」とあるのは「第１８９条」と、同条第７号中

「第１７５条第３項」とあるのは「第１８９条において準用

する第１７５条第３項」と、第１７６条第２項第２号中「第

１５５条第２項」とあるのは「第１８９条において準用する

第１５５条第２項」と、同項第３号中「第１５７条第５項」

とあるのは「第１８２条第７項」と、同項第４号及び第５号

中「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第６号中「前

条第３項」とあるのは「第１８９条において準用する前条第

３項」と読み替えるものとする。 

条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条において準用す

る第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあ

るのは「第１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７７

条」とあるのは「第１８９条」と、同条第７号中「第１７５

条第３項」とあるのは「第１８９条において準用する第 

１７５条第３項」と、第１７６条第２項第２号中「第１５５

条第２項」とあるのは「第１８９条において準用する第 

１５５条第２項」と、同項第３号中「第１５７条第５項」と

あるのは「第１８２条第７項」と、同項第４号及び第５号中

「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第６号中「前条

第３項」とあるのは「第１８９条において準用する前条第３

項」と読み替えるものとする。 

 

(記録の整備) (記録の整備) 

第２０１条 （略） 第２０１条 （略） 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対す

る指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければなら

ない。 

(1)～(9) （略） 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対す

る指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければなら

ない。 

(1)～(9) （略） 

(10) 次条において準用する第７８条第２項に規定する報告、 (10) 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報
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評価、要望、助言等の記録 告、評価、要望、助言等の記録 

(準用) (準用) 

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１

条、第７２条、第７４条、第７７条、第７８条、第８７条か

ら第９０条まで、第９３条から第９５条まで、第９７条、第

９８条、第１００条から第１０４条まで及び第１０６条の規

定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用する第

１００条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規

模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第７４条第３項中

「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに第８９条及

び第９７条第３項中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第７８条

第１項中「６月」とあるのは「２月」と、「指定認知症対応

型通所介護について知見を有する者」とあるのは「指定看護

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「活

動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、

第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１

条、第７２条、第７４条、第７７条、第８７条から第９０条

まで、第９３条から第９５条まで、第９７条、第９８条及び

第１００条から第１０６条の規定は、指定看護小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「第２０２条において準用する第１００条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあり、第７４条第３項中「認知症対応型通所介護従業

者」とあり、並びに第８９条及び第９７条第３項中「小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第１０６条中「第８２条第６項」とあ

るのは「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとする。 
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回数等の活動状況」と、第１０６条中「第８２条第６項」と

あるのは「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとす

る。 

 

 


